
（別紙２）

１　離島振興対策実施地域（離島振興法第２条第１項の規定による）

北九州市 馬島、藍島

宗像市 地島、大島

新宮町 相島

福岡市 玄海島、小呂島

糸島市 姫島

２　過疎地域（過疎地域自立促進特別措置法第２条第１項の規定による）

飯塚市 筑穂町、頴田町

田川市

柳川市 大和町

八女市

宗像市 大島村

うきは市 浮羽町

嘉麻市

朝倉市 杷木町、朝倉町

みやま市

芦屋町

小竹町

鞍手町

東峰村

香春町

添田町

川崎町

大任町

赤村

福智町

みやこ町

上毛町

築上町

※　町村・地域名まで記載がある場合は、その地域のみ過疎地域になります。

※　町村・地域名が空欄の場合は、その市全域が過疎地域です。

※　大牟田市は、令和３年４月より除外となった地域ですが、経過措置により１年間は、上記２の過疎地域と
して取扱います。

郡市名 町村・ 区域名

○福岡県　離島等に該当する地域一覧表（令和３年４月１日現在）　

都市名 島名



１　離島振興対策実施地域（離島振興法第２条第１項の規定による）

唐津市 高島、神集島、小川島、加唐島、松島、馬渡島、向島

２　過疎地域（過疎地域自立促進特別措置法第２条第１項の規定による）

佐賀市 富士町、三瀬村

唐津市 七山村、厳木町、相知町、肥前町、鎮西町、呼子町

多久市

武雄市 北方町

小城市 芦刈町

神埼市 脊振村

有田町 有田町

大町町

江北町

白石町

太良町

※　町村・地域名まで記載がある場合は、その地域のみ過疎地域になります。

※　町村・地域名が空欄の場合は、その市全域が過疎地域です。

○佐賀県　離島等に該当する地域一覧表（令和３年４月１日現在）　

都市名 島名

郡市名 町村・ 区域名



１　離島振興対策実施地域（離島振興法第２条第１項の規定による）

対馬市 対馬島、海栗島、泊島、赤島、沖ノ島、島山島

壱岐市 壱岐島、若宮島、原島、長島、大島

松浦市 黒島、青島、飛島

平戸市 大島、度島、高島

佐世保市 宇久島、寺島、高島、黒島

小値賀町 六島、野崎島、納島、小値賀島、黒島、大島、斑島

新上五島町 中通島、頭ヶ島、桐ノ小島、若松島、日ノ島、有福島、漁生浦島

五島市 奈留島、前島、久賀島、蕨小島、椛島、福江島、赤島、黄島、黒島、島山島、嵯峨島

西海市 江島、平島、松島

長崎市 池島、高島

２　過疎地域（過疎地域自立促進特別措置法第２条第１項の規定による）

長崎市 香焼町、伊王島町、高島町、野母崎町、外海町

佐世保市 宇久町、江迎町、鹿町町、小佐々町、吉井町、世知原町

島原市

諫早市 小長井町

平戸市

松浦市

対馬市

壱岐市

五島市

西海市

雲仙市

南島原市

小値賀町

新上五島町

※　町村・地域名まで記載がある場合は、その地域のみ過疎地域になります。

※　町村・地域名が空欄の場合は、その市全域が過疎地域です。

○長崎県　離島等に該当する地域一覧表（令和３年４月１日現在）　

都市名 島名

郡市名 町村・ 区域名



１　離島振興対策実施地域（離島振興法第２条第１項の規定による）

上天草市 湯島、中島

天草市 横浦島、牧島、御所浦島、横島

２　過疎地域（過疎地域自立促進特別措置法第２条第１項の規定による）

八代市 坂本村、東陽村、泉村

水俣市

山鹿市

上天草市

宇城市 三角町、豊野町

阿蘇市 阿蘇町、波野村

天草市

美里町

南関町

和水町

南小国町

小国町

産山村

高森町

南阿蘇村

甲佐町

山都町

芦北町

津奈木町

多良木町

湯前町

水上村

相良村

五木村

山江村

球磨村

あさぎり町

苓北町

※　町村・地域名まで記載がある場合は、その地域のみ過疎地域になります。

※　町村・地域名が空欄の場合は、その市全域が過疎地域です。

○熊本県　離島等に該当する地域一覧表（令和３年４月１日現在）　

都市名 島名

郡市名 町村・ 区域名



１　離島振興対策実施地域（離島振興法第２条第１項の規定による）

姫島村 姫島

津久見市 地無垢島、保戸島

佐伯市 大入島、大島、屋形島、深島

２　過疎地域（過疎地域自立促進特別措置法第２条第１項の規定による）

中津市 三光村、本耶馬渓町、耶馬溪町、山国町

日田市

佐伯市

臼杵市

津久見市

竹田市

豊後高田市

杵築市

宇佐市

豊後大野市

由布市 庄内町

国東市

姫島村

九重町

玖珠町

※　町村・地域名まで記載がある場合は、その地域のみ過疎地域になります。

※　町村・地域名が空欄の場合は、その市全域が過疎地域です。

※　大分市野津原町、佐賀関町は、令和３年４月より除外となった地域ですが、経過措置により１年間は、上
記２の過疎地域として取扱います。

○大分県　離島等に該当する地域一覧表（令和３年４月１日現在）　

都市名 島名

郡市名 町村・ 区域名



１　離島振興対策実施地域（離島振興法第２条第１項の規定による）

延岡市 島野浦島

日南市 大島

串間市 築島

２　過疎地域（過疎地域自立促進特別措置法第２条第１項の規定による）

都城市 高城町、高崎町

延岡市 北方町、北川町、北浦町

日南市

小林市 野尻町、須木村

日向市 東郷町

串間市

えびの市

高原町

西米良村

都農町

諸塚村

椎葉村

美郷町

高千穂町

日之影町

五ヶ瀬町

※　町村・地域名まで記載がある場合は、その地域のみ過疎地域になります。

※　町村・地域名が空欄の場合は、その市全域が過疎地域です。

※　木城町は、令和３年４月より除外となった地域ですが、経過措置により１年間は、上記２の過疎地域として
取扱います。

○宮崎県　離島等に該当する地域一覧表（令和３年４月１日現在）　

都市名 島名

郡市名 町村・ 区域名



１　離島振興対策実施地域（離島振興法第２条第１項の規定による）

長島町 獅子島

出水市 桂島

薩摩川内市 上甑島、中甑島、下甑島

鹿児島市 新島

西之表市 種子島、馬毛島

中種子町 種子島

南種子町 種子島

屋久島町 屋久島、口永良部島

三島村 竹島、硫黄島、黒島

十島村 口之島、中之島、諏訪之瀬島、平島、悪石島、小宝島、宝島

２　過疎地域（過疎地域自立促進特別措置法第２条第１項の規定による）

鹿屋市 輝北町、吾平町

枕崎市

阿久根市

指宿市

西之表市

垂水市

薩摩川内市 樋脇町、入来町、東郷町、祁答院町、里村、上甑村、下甑村、鹿島村

日置市 東市来町、日吉町、吹上町

曽於市

霧島市 横川町、牧園町、霧島町、福山町

いちき串木野市

南さつま市

志布志市

奄美市

南九州市

伊佐市

姶良市 蒲生町

三島村

十島村

○鹿児島県　離島等に該当する地域一覧表（令和３年４月１日現在）　

都市名 島名

郡市名 町村・ 区域名



さつま町

長島町

湧水町

大崎町

東串良町

錦江町

南大隅町

肝付町

中種子町

南種子町

屋久島町

大和村

宇検村

瀬戸内町

龍郷町

喜界町

徳之島町

天城町

伊仙町

和泊町

知名町

与論町

※　町村・地域名まで記載がある場合は、その地域のみ過疎地域になります。

※　町村・地域名が空欄の場合は、その市全域が過疎地域です。

３　奄美群島の地域（奄美群島振興開発特別措置法第１条の規定による）

奄美市

大島郡

郡市名 町村・ 区域名

町村・ 区域名

※　鹿児島市桜島町の区域は、令和３年４月より除外となった地域ですが、経過措置により１年間は、上記２
の過疎地域として取扱います。



１　過疎地域（過疎地域自立促進特別措置法第２条第１項の規定による）

宮古島市

国頭村

大宜味村

東村

本部町

伊江村

渡嘉敷村

座間味村

粟国村

渡名喜村

南大東村

伊平屋村

伊是名村

久米島町

多良間村

与那国町

※　町村・地域名まで記載がある場合は，その地域のみ過疎地域になります。

※　町村・地域名が空欄の場合は、その市全域が過疎地域です。

２　離島（沖縄振興特別措置法第３条第三号の規定による）

伊平屋村 伊平屋島、野甫島

伊是名村 伊是名島

伊江村 伊江島

本部町 水納島

うるま市 津堅島

南城市 久高島

粟国村 粟国島

渡名喜村 渡名喜島

座間味村 座間味島、阿嘉島、慶留間島

渡嘉敷村 渡嘉敷島

郡市名 町村・ 区域名

○沖縄県　離島等に該当する地域一覧表（令和３年４月１日現在）　

郡市名 町村・ 区域名

※　北大東村、竹富町は、令和３年４月より除外となった地域ですが、経過措置により１年間は、上記２の過
疎地域として取扱います。



久米島町 久米島、奥武島

北大東村 北大東島

南大東村 南大東島

宮古島市 宮古島、池間島、大神島、来間島、伊良部島、下地島

多良間村 多良間島、水納島

石垣市 石垣島

竹富島、西表島、鳩間島、由布島、小浜島、黒島、新城島（上地）、新城島（下地）、波照間島

嘉弥真島

与那国町 与那国島

竹富町

町村・ 区域名


